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審決 

 

不服２０１８－ １２２１６ 

 

 （省略） 

 請求人 株式会社 資生堂 

 

 （省略） 

 代理人弁理士 内田 直人 

 

 

 特願２０１６－１８８９６４「毛髪洗浄料」拒絶査定不服審判事件〔平成２

８年１２月２２日出願公開、特開２０１６－２１６５１３〕について、次のと

おり審決する。 

 

 結論 

 本件審判の請求は、成り立たない。 

 

 理由 

第１ 手続の経緯 ・本願発明 

 本願は、平成２４年１１月２日に出願された特願２０１２－２４３０３４号

に基づき、平成２８年９月２８日に特許法第４４条第１項の規定に基づく新た

な特許出願として出願したものであって、その後の手続の概要は、以下のとお

りである。 

 平成２９年９月１９日：拒絶理由通知 

 平成３０年１月１７日：意見書  

 平成３０年１月１７日：手続補正書  

 平成３０年６月４日：拒絶査定  

 平成３０年９月１１日：審判請求  

 平成３０年１０月２２日：手続補正書（方式） 

 

 本願の請求項１～４に係る発明は、平成３０年１月１７日付け手続補正書の

特許請求の範囲の請求項１～４に記載された以下のとおりのものである（以下、

請求項１～４に係る発明を、その請求項に付された番号順に、「本願発明１」

等という。また、これらをまとめて「本願発明」ということがある。）。 

「【請求項１】 

（ａ）イソステアリルアルコールを０．１～０．５質量％、（ｂ）ラウリン酸

ジエチレングリコール、（ｃ）カチオン変性ガラクトマンナンを０．３～１質

量％含有し、（ａ）イソステアリルアルコールに対する（ｂ）ラウリン酸ジエ

チレングリコールの質量比［（ｂ）／（ａ）］が２～１０の範囲である毛髪洗

浄料。 

【請求項２】 
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（ｃ）カチオン変性ガラクトマンナンが、カチオン化ローカストビーンガム、

カチオン化タラガム、カチオン化グアーガム及びカチオン化フェヌグリークガ

ムからなる群から選択される一種以上である請求項１記載の毛髪洗浄料。 

【請求項３】 

（ａ）イソステアリルアルコールを０．１～０．５質量％、（ｂ）ラウリン酸

ジエチレングリコール、（ｃ）カチオン変性ガラクトマンナンを０．３～１質

量％含有し、（ａ）イソステアリルアルコールに対する（ｂ）ラウリン酸ジエ

チレングリコールの質量比［（ｂ）／（ａ）］が２～１０の範囲である毛髪洗

浄料として使用するための透明組成物。 

【請求項４】 

（ｃ）カチオン変性ガラクトマンナンが、カチオン化ローカストビーンガム、

カチオン化タラガム、カチオン化グアーガム及びカチオン化フェヌグリークガ

ムからなる群から選択される一種以上である請求項３記載の組成物。」  

  

第２ 原査定の拒絶の理由 

 原査定の拒絶の理由は、概略、次のとおりである。 

（１）本願は原出願の出願当初の明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した

事項の範囲内でないものを含んでおり、出願の分割要件を満たしておらず、出

願日の遡及は認められない。 

（２）請求項１～４に係る発明は、その出願前に頒布された刊行物である特開

２０１４－９１７０４号公報に記載された発明であるから、特許法第２９条第

１項第３号に該当し、特許を受けることができない。 

（３）請求項１～４に係る発明は、上記刊行物に記載された発明に基づいて、

当業者が容易に発明することができたものであるから、特許法第２９条第２項

の規定により特許を受けることができない。 

  

第３ 当審の判断 

１．分割要件（特許法第４４条第１項）の判断 

 本願の願書の記載によれば、本願は、特許法第４４条第１項の規定による特

許出願（いわゆる分割出願）として出願をしようとするものであるから、まず、

本願が適法に分割されたものであるか否かを検討する。 

  

（１）特許出願の分割は、二以上の発明を包含する特許出願の一部を新たな特

許出願とするものである（特許法第４４条第１項柱書き）から、適法に分割さ

れたものというためには、以下の(要件１)及び(要件３)が満たされる必要がある。

また、分割出願が原出願の時にしたものとみなされる（特許法第４４条第２項

本文）という特許出願の分割の効果を考慮すると、更に以下の(要件２)も満た

される必要がある。 

（参考：特許・実用新案審査基準 第ＶＩ部第１章第１節「２．２ 特許出願

の分割の実体的要件」） 
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(要件１) 原出願の分割直前の明細書等に記載された発明の全部が分割出願の請

求項に係る発明とされたものでないこと。 

(要件２) 分割出願の明細書等に記載された事項が、原出願の出願当初の明細書

等に記載された事項の範囲内であること。 

(要件３) 分割出願の明細書等に記載された事項が、原出願の分割直前の明細書

等に記載された事項の範囲内であること。 

  

（２）そこで、まず、（要件２）が満たされているか否かを検討する。 

  

ア 原出願（特願２０１２－２４３０３４号）の出願当初の明細書、特許請求

の範囲又は図面（以下、「当初明細書等」という。）の記載 

 原出願の当初明細書等には、以下の事項が記載されている。 

（ア）「【請求項１】 

 （ａ）イソステアリルアルコールを０．１～０．５質量％、（ｂ）ラウリン

酸ジエチレングリコール、（ｃ）カチオン変性ガラクトマンナンを０．３～１

質量％含有し、（ａ）イソステアリルアルコールに対する（ｂ）ラウリン酸ジ

エチレングリコールの質量比［（ｂ）／（ａ）］が２～１０の範囲である透明

毛髪洗浄料。 

【請求項２】 

 （ｃ）カチオン変性ガラクトマンナンが、カチオン化ローカストビーンガム、

カチオン化タラガム、カチオン化グアーガム及びカチオン化フェヌグリークガ

ムからなる群から選択される一種以上である請求項１記載の透明毛髪洗浄料。」 

  

（イ）「【技術分野】 

【０００１】 

 本発明は透明毛髪洗浄料に関する。さらに詳しくは、泡立ち、泡質、すすぎ

時の滑らかさ、ごわつきの無さに優れると同時に、低温条件下でも透明性を維

持することができる透明毛髪洗浄料に関する。」 

  

（ウ）「【背景技術】 

【０００２】 

 シャンプー剤等の毛髪洗浄料においては、洗浄力とともに、使用時の豊かな

泡立ち、クリーミーな泡質、すすぎ時の滑らかさ、使用後の毛髪のごわつきの

無さ、しっとり感の付与等は重要な品質特性である。 

【０００３】 

 このような使用性に優れた毛髪洗浄料として、例えば特許文献１には、（ａ）

アニオン界面活性剤、両性界面活性剤および非イオン界面活性剤の中から選ば

れる１種または２種以上の界面活性剤３０～６０重量％と、（ｂ）エチレング

リコール長鎖エステル３～１０重量％と、（ｃ）多価アルコール６～２０重

量％を含有する毛髪洗浄料が提案されている。特許文献１によれば、この毛髪

洗浄料は、優れた起泡性を有し、毛髪に対して優れた保湿性を付与することが

でき、さらに指通り感、滑らかさ、毛髪のまとまり感に優れるとされている。 
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 しかし、このような従来型の毛髪洗浄料は一定の使用感触は満たすものの、

滑らかさ等については依然として改善の余地があった。 

【０００４】 

 また、近年になって、消費者の好みの多様化に伴い、透明感のある製品に対

する需要が高まりつつある。例えば、特許文献２には、（Ａ）ポリグリセリン

脂肪酸エステルと、（Ｂ）特定構造のアルキレンオキシド誘導体とを含有する

液体洗浄料組成物が記載されており、低刺激で、使用感や透明安定性にも優れ

るとされている。また、特許文献３には、１）ポリオキシエチレンの平均付加

モル数が５以下のＰＯＥ付加硫酸エステル系アニオン界面活性剤１０～２５質

量％と、２）両性界面活性剤８～２０質量％とを含有する水性のジェリー状洗

浄料が、透明度が高く、美麗であり、外観形態にも優れることが記載されてい

る。 

【０００５】 

 しかし、一般的には、透明な化粧料は他の配合成分や温度変化などの影響に

より不安定になり、一部の成分が析出して白濁を生じる傾向があった。このた

め、特に寒冷地のような低温環境下では、経時的に透明性が損なわれる場合が

あった。」 

  

（エ）「【発明が解決しようとする課題】 

【０００７】 

 かくして、毛髪洗浄料としての使用性に優れると同時に、低温環境下でも透

明性を失わない透明毛髪洗浄料が依然として求められている。」 

  

（オ）「【課題を解決するための手段】 

【０００８】 

 本発明者等は、前記の課題を解決すべく鋭意検討を重ねた結果、透明な毛髪

洗浄料に、イソステアリルアルコールと、ラウリン酸ジエチレングリコールと、

カチオン変性ガラクトマンナンとを特定量で配合することにより、泡立ち、泡

質、すすぎ時の滑らかさ、ごわつきの無さ等の使用性を改善できると同時に、

低温環境下での透明安定性をも改善できることを見出し、本発明を完成するに

至った。 

【０００９】 

 すなわち、本発明は、（ａ）イソステアリルアルコールを０．１～０．５質

量％、（ｂ）ラウリン酸ジエチレングリコール、（ｃ）カチオン変性ガラクト

マンナンを０．３～１質量％含有し、（ａ）イソステアリルアルコールに対す

る（ｂ）ラウリン酸ジエチレングリコールの質量比［（ｂ）／（ａ）］が２～

１０の範囲である透明毛髪洗浄料を提供するものである。」 

  

（カ）「【発明の効果】 

【００１０】 

 本発明は、上記（ａ）～（ｃ）成分を上記特定量で配合することにより、使

用時の泡立ちや泡質の良さ、すすぎ時の指どおりの滑らかさ、使用後のごわつ



 5 / 15 

 

きの無さといった毛髪洗浄料に求められる使用性を改善することができる。さ

らに、低温条件下（１５℃）であっても透明な外観を長期間にわたって維持す

ることが可能である。このため、特に寒冷地での使用に適している。」 

  

（キ）「【００２４】 

＜その他の成分＞ 

 本発明にかかる透明毛髪洗浄料は、目的に応じて、本発明の効果を損なわな

い量的、質的範囲内で通常化粧品や医薬品等に用いられる他の成分を添加して

もよい。このような成分としては、例えば、アルキル硫酸エステル塩、ポリオ

キシエチレンアルキルエーテル硫酸エステル塩、Ｎ－アシルグルタミン酸塩等

の、ＡＭＴ型活性剤以外のアニオン性界面活性剤；アルキルベタイン、アルキ

ルアミドベタイン、イミダゾリニウムベタイン等の両性界面活性剤；脂肪酸ア

ルカノールアミン等の非イオン性界面活性剤等が挙げられる。 

【００２５】 

 さらに、炭化水素油、エステル油、高級脂肪酸、シリコーン油等の油分；グ

リセリン、プロピレングリコール、１，３－ブチレングリコール、ポリエチレ

ングリコール等の保湿剤；トリクロロカルバニリド、イオウ、ジンクピリチオ

ン、イソプロピルメチルフェノール等の抗フケ用薬剤；増粘剤；粘度調整剤；

乳濁剤；金属イオン封鎖剤；紫外線吸収剤；酸化防止剤；防腐剤；粉末成分；

血行促進剤、局所刺激剤、毛包賦活剤、抗男性ホルモン剤、抗脂漏剤、角質溶

解剤、殺菌剤、消炎剤、アミノ酸、ビタミン類、生薬エキス類等の育毛薬剤；

ｐＨ調整剤；色素；香料；低級アルコール等が挙げられる。」 

  

（ク）「【００２６】 

＜透明毛髪洗浄料＞ 

 本発明の透明毛髪洗浄料は、選択する剤形と形態に応じた方法に従って製造

することが可能であり、典型的には、上記の必須配合成分と必要な選択的成分

を、水等の溶剤に溶解させることにより製造され、その製品形態としては、透

明ヘアシャンプー、透明リンスインシャンプー等が挙げられる。」 

  

（ケ）「【実施例】 

【００２７】 

 以下、実施例を挙げて本発明をさらに詳しく説明するが、本発明はこれらの

実施例により限定されるものではない。配合量については特に断りのない限り

質量％を示す。 

【００２８】 

＜評価方法＞ 

 下記表１～５に示す処方の毛髪洗浄料組成物（試料）を、処方成分をイオン

交換水に溶解混合することにより調製し、下記の手法により評価した。 

【００２９】 

＜使用性評価＞ 
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 調製した各試料を専門パネル１０名に実際に使用してもらい、使用時の泡立

ちの豊かさ、泡質の細やかさ（クリーミーさ）、すすぎ時の滑らかさ（指通り

の良さ）、使用後の毛髪のごわつきの無さについて、下記の基準に従って採点

させた。次いで、各試料につき平均点を算出し、下記の４段階で評価した。 

（採点基準） 

５点：良い 

４点：やや良い 

３点：普通 

２点：やや悪い 

１点：悪い 

（評価） 

◎：平均点が４．５点以上 

○：平均点が３．５点以上４．５点未満 

△：平均点が２．５以上３．５点未満 

×：平均点が２．５点未満 

【００３０】 

＜低温安定性評価＞ 

 調製した各試料を、１５℃で１ヶ月間保存した後に外観観察を行い、透明性

について評価を行った。評価は次の基準により判定した。 

（評価） 

◎：透明であった 

○：僅かな濁りが認められるが、ほぼ透明であった 

△：やや濁りが観察された 

×：白濁した 

【００３１】 

１．イソステアリルアルコール（ａ成分）の配合量及びａ成分に対するラウリ

ン酸ジエチレングリコール（ｂ成分）の質量比の検討 

 表１に示す処方の試料を調製し、ａ成分の配合量、並びにａ成分に対するｂ

成分の質量比［（ｂ）／（ａ）］について検討した。結果を表１に併せて示す。 

【００３２】 

【表１】 
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【００３３】 

 表１に示すとおり、ラウリン酸ジエチレングリコール（ｂ成分）を含有して

も、イソステアリルアルコール（ａ成分）及びカチオン化グアーガム（ｃ成分）

を含まない場合には、すすぎ時の滑らかさとごわつきの評価が悪く、泡質も満

足できるものではなかった（試料１）。また、これにｃ成分を追加配合するこ

とで、これらの評価が多少改善されるものの、依然として満足できるレベルに

は至らなかった（試料２）。これに対し、ａ～ｃ成分の全てを含み、なおかつ、

ａ成分に対するｂ成分の質量比［（ｂ）／（ａ）］が２～１０の範囲を満たす

場合には、全ての評価項目において優れた評価結果を示した（試料４～６）。

しかし、ａ成分に対するｂ成分の質量比が前記範囲外になると、これらの評価

項目について優れた結果が得られないことが確認された（試料３、７～１０）。 

【００３４】 

２．カチオン変性ガラクトマンナン（ｃ成分）の配合量検討 

 表２に示す処方の試料を調製し、ｃ成分の配合量について検討した。結果を

表２に併せて示す。 

【００３５】 

【表２】 

 
【００３６】 
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 表２に示すとおり、カチオン変性ガラクトマンナン（ｃ成分）のひとつであ

るカチオン化グアーガムを、試料の全量に対して、０．３～１質量％の範囲で

含有する場合には全ての評価項目において優れた評価結果を示した（試料１３

～１５）。しかし、ｃ成分の配合量が前記範囲外の場合には、すすぎ時の滑ら

かさやごわつきの悪化が目立った（試料１１、１２、１６）。 

【００３７】 

３．カチオン変性ガラクトマンナン（ｃ成分）と他のカチオンポリマーとの対

比 

 表３に示す処方の試料を調製し、カチオン変性ガラクトマンナン（ｃ成分）

とカチオンポリマーとの配合効果を比較した。結果を表３に併せて示す。 

【００３８】 

【表３】 

 
【００３９】 

 表３に示すとおり、カチオン変性ガラクトマンナン（ｃ成分）であるカチオ

ン化グアーガム又はカチオン化ローカストビーンガムを配合した場合には、ガ

ラクトマンナン骨格を有しないカチオンポリマーであるカチオン化セルロース

やポリクオタニウム－７を配合した場合と比べて、全ての評価項目において高

い評価が得られた。 

【００４０】 

４．イソステアリルアルコール（ａ成分）と他の高級アルコールとの対比 

 表４に示す処方の試料を調製し、イソステアリルアルコール（ａ成分）と高

級アルコールとの配合効果を比較した。結果を表４に併せて示す。 

【００４１】 

【表４】 
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【００４２】 

 表４に示すとおり、イソステアリルアルコール（ａ成分）を配合した場合に

は、低温（１５℃）環境下で１ヶ月保管しても透明性を維持することができた

が、他の高級アルコールであるセタノールやステアリルアルコールを配合した

場合には、低温安定性が悪く、白濁が確認された。 

【００４３】 

５．ラウリン酸ジエチレングリコール（ｂ成分）と他のラウリン酸グリコール

エステルとの対比 

 表５に示す処方の試料を調製し、ラウリン酸ジエチレングリコール（ｂ成分）

とラウリン酸グリコールエステルとの配合効果を比較した。結果を表５に併せ

て示す。 

【００４４】 

【表５】 

 
【００４５】 

 表５に示すとおり、ラウリン酸ジエチレングリコール（ｂ成分）に代えて、

ラウリン酸プロピレングリコールを配合すると、泡立ちや泡質が悪くなること

が確認された。」 
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イ 判断 

（ア）本願発明１及び２には、「毛髪洗浄料」と記載されており、この「毛髪

洗浄料」は、特に「透明」との特定があるものではないため、透明でないもの

を包含するものである。 

 本願発明３及び４には、「毛髪洗浄料として使用するための透明組成物」と

記載されており、この「毛髪洗浄料」についても同様に、透明でないものを包

含するものである。 

  

（イ）そこで、（ａ）イソステアリルアルコール、（ｂ）ラウリン酸ジエチレ

ングリコール及び（ｃ）カチオン変性ガラクトマンナンを所定の割合で含む透

明でない毛髪洗浄料が原出願の当初明細書等に記載された事項の範囲内のもの

であるか否かについて検討する。 

 まず、原出願の当初明細書等において、発明の技術分野を記載した段落【０

００１】には、「本発明は透明毛髪洗浄料に関する。さらに詳しくは、泡立ち、

泡質、すすぎ時の滑らかさ、ごわつきの無さに優れると同時に、低温条件下で

も透明性を維持することができる透明毛髪洗浄料に関する。」と記載されてお

り、透明毛髪洗浄料に関する技術分野に関するものであることが記載されてい

る。 

 次に、原出願の当初明細書等において、発明の解決しようとする課題を記載

した段落【０００７】には、「毛髪洗浄料としての使用性に優れると同時に、

低温環境下でも透明性を失わない透明毛髪洗浄料が依然として求められてい

る。」と記載されており、発明の解決しようとする課題が、「使用性に優れる

こと」及び「低温環境下でも透明性を失わないこと」を同時に解決した「透明

毛髪洗浄料」を提供することである旨記載されている。 

 そして、原出願の当初明細書等において、課題を解決するための手段を記載

した段落【０００８】には、「本発明者等は、前記の課題を解決すべく鋭意検

討を重ねた結果、透明な毛髪洗浄料に、イソステアリルアルコールと、ラウリ

ン酸ジエチレングリコールと、カチオン変性ガラクトマンナンとを特定量で配

合することにより、泡立ち、泡質、すすぎ時の滑らかさ、ごわつきの無さ等の

使用性を改善できると同時に、低温環境下での透明安定性をも改善できること

を見出し、本発明を完成するに至った。」と記載されており、課題を解決する

手段として、イソステアリルアルコール、ラウリン酸ジエチレングリコール、

カチオン変性ガラクトマンナンを特定量で配合する発明特定事項を採用するこ

とにより、使用性及び低温環境下での透明安定性の両方が同時に改善できるこ

とが記載されている。 

 さらに、原出願の当初明細書等において、発明の効果を記載した段落【００

１０】には、「本発明は、上記（ａ）～（ｃ）成分を上記特定量で配合するこ

とにより、使用時の泡立ちや泡質の良さ、すすぎ時の指どおりの滑らかさ、使

用後のごわつきの無さといった毛髪洗浄料に求められる使用性を改善すること

ができる。さらに、低温条件下（１５℃）であっても透明な外観を長期間にわ

たって維持することが可能である。このため、特に寒冷地での使用に適してい
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る。」と記載されており、発明の効果として、使用性を改善できることに重ね

て、低温条件下での外観の透明性を維持できることが記載されている。 

 加えて、原出願の当初明細書等における実施例４（段落【００４０】～【０

０４２】及び表４）では、（ａ）成分のイソステアリルアルコールと他の高級

アルコールとの対比を行った結果、（ａ）成分のイソステアリルアルコールを

配合した場合には、低温環境下で１ヶ月保管しても透明性を維持することがで

きたが、他の高級アルコールを配合した場合には、低温安定性が悪く、白濁が

確認されたことが記載されており、この記載から（ａ）成分のイソステアリル

アルコールが、低温環境下での透明性の維持に貢献する成分であることが示さ

れているといえる。さらに、他の表１～３及び５においても、この（ａ）成分

を含有する試料を調製している。 

 このように、原出願の当初明細書等の全体にわたって、（ａ）イソステアリ

ルアルコール、（ｂ）ラウリン酸ジエチレングリコール及び（ｃ）カチオン変

性ガラクトマンナンを所定の割合で含む毛髪洗浄料は透明であることが前提と

なっており、原出願の当初明細書等に、透明でないものが記載されているとは

いえない。 

 したがって、分割出願である本願の請求項１～４には、透明でないものを包

含する毛髪洗浄料が記載された点で原出願の当初明細書等にはない新たな技術

的事項が導入されているものと認められるから、分割出願の明細書等に記載さ

れた事項が、原出願の当初明細書等に記載された事項の範囲内であるとはいえ

ず、上記（要件２）を満たしていない。 

 また、原出願の分割直前の明細書、特許請求の範囲及び図面は、原出願の出

願当初の明細書、特許請求の範囲及び図面と同一内容であるから、上記で検討

したのと同様の理由により、本願の請求項１～４は原出願の分割直前の明細書

等に記載された事項の範囲内であるとはいえず、上記（要件３）を満たしてい

ない。 

 よって、上記（要件１）について検討するまでもなく、本願は適法に分割さ

れたものではない。 

  

（ウ）請求人の主張について 

ａ 請求人は、以下の事項を主張する。 

（ｉ）原出願の当初明細書等には、「（透明という限定を含まない）毛髪洗浄

料（組成物）」という文言が、「背景技術」を説明する段落【０００２】及び

【０００３】、課題に関する段落【０００７】、効果に関する段落【００１

０】、実施例を説明する段落【００２８】に記載されており、本願発明に「毛

髪洗浄料」と記載する補正は、形式的に新規事項の追加には該当しない。 

  

（ｉｉ）原出願の特許の請求項１及び２の「透明毛髪洗浄料」を本願発明１及

び２では、上位概念である「毛髪洗浄料」としたものであるところ、審査基準

では、「例えば、削除する事項が発明による課題の解決には関係なく、任意の

付加的な事項であることが当初明細書等の記載から明らかである場合には、こ

の補正により新たな技術上の意義が追加されない場合が多い」とされている。
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そして、原出願の当初明細書等に記載されている発明は、（イ）使用性の改善、

及び（ロ）低温条件下でも透明性が維持できるという低温安定性の向上を解決

課題としている。課題（イ）の使用性の改善は、透明毛髪洗浄料に限らず、全

ての毛髪洗浄料に適用可能である。課題（ロ）については、本願明細書の実施

例において評価しているのは、「洗浄料自体が透明であるか否か」ではなく、

「透明性」という指標を用いた「低温安定性（低温下での析出の有無）」と解

すべきであるから、洗浄料自体が元々透明であることは前記課題の解決には直

接関係が無い任意の付加的な事項であって、「透明」を削除する補正は新たな

技術的意義を追加するものではなく、新規事項を追加する補正には該当しない。 

  

ｂ 請求人の主張について検討する。 

（ｉ）について 

 原出願の当初明細書等における段落【０００２】及び【０００３】は、背景

技術に関する記載であって、原出願の特許請求の範囲に係る発明、すなわち、

（ａ）イソステアリルアルコール、（ｂ）ラウリン酸ジエチレングリコール及

び（ｃ）カチオン変性ガラクトマンナンを所定の割合で含む毛髪洗浄料につい

て記載したものではない。 

 また、原出願の特許請求の範囲に係る発明の課題に関する段落【０００７】

には、「毛髪洗浄料としての使用性に優れると同時に、低温環境下でも透明性

を失わない透明毛髪洗浄料が依然として求められている。」と記載されており、

発明の課題は、「使用性に優れる」と同時に、「低温環境下でも透明性を失わ

ない」「透明毛髪洗浄料」の提供であるから、使用性の課題の記載のみを取り

上げて、透明性を求めない毛髪洗浄料が記載されているとすることはできない。 

 そして、発明の効果に関する段落【００１０】には、「本発明は、上記（ａ）

～（ｃ）成分を上記特定量で配合することにより、使用時の泡立ちや泡質の良

さ、すすぎ時の指どおりの滑らかさ、使用後のごわつきの無さといった毛髪洗

浄料に求められる使用性を改善することができる。さらに、低温条件下（１

５℃）であっても透明な外観を長期間にわたって維持することが可能である。

このため、特に寒冷地での使用に適している。」と記載されており、使用性の

改善に関して「毛髪洗浄料」という文言が用いられているが、発明の効果は、

使用性の改善に重ねて、低温条件下での外観の透明性を維持できることである

から、使用性に関する効果の記載だけから、透明性を求めない毛髪洗浄料が記

載されているとすることはできない。 

 段落【００２８】には、「下記表１～５に示す処方の毛髪洗浄料組成物（試

料）を、処方成分をイオン交換水に溶解混合することにより調製し、下記の手

法により評価した。」と記載されているが、表１～５で調製された毛髪洗浄料

組成物は全て、実施例４において透明性の維持に貢献していることが示された

成分（ａ）のイソステアリルアルコールを包含するものであるから、これらの

表を見た当業者は、段落【００２８】における「毛髪洗浄料組成物」は、「透

明毛髪洗浄料」であると理解する。 

  

（ｉｉ）について 
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 請求人は、使用性の改善の課題は透明毛髪洗浄料に限らず、全ての毛髪洗浄

料に適用可能である旨主張するが、原出願の当初明細書等の段落【０００７】

には、「毛髪洗浄料としての使用性に優れると同時に、低温環境下でも透明性

を失わない透明毛髪洗浄料が依然として求められている。」と記載されており、

発明の課題は、「使用性に優れる」と同時に、「低温環境下でも透明性を失わ

ない」「透明毛髪洗浄料」の提供であり、使用性の課題だけを取り上げて、透

明性を求めない全ての毛髪洗浄料が記載されているとすることはできない。 

 請求人は、「低温環境下でも透明性を失わない」という課題は低温安定性の

向上という課題と解すべきであり、洗浄料自体が元々透明であることは課題の

解決とは直接関係がない旨主張するが、段落【０００７】の記載のとおり、原

出願の特許請求の範囲に係る発明の課題は「低温環境下でも透明性を失わない

透明毛髪洗浄料」の提供にほかならず、「透明性を失わない」という以上、洗

浄料自体が透明であることは当該課題の解決において当然の前提となるもので

ある。 

 そして、透明毛髪洗浄料を提供することは、まさに発明の課題であるから、

「透明毛髪洗浄料」における「透明」という事項は、発明による課題の解決に

は関係ない、任意の付加的な事項であるとはいえない。 

 したがって、原出願の特許の請求項１及び２の「透明毛髪洗浄料」を分割出

願の請求項１及び２で「毛髪洗浄料」とすることは新規事項を追加するもので

あるから、本願発明１及び２は、原出願の当初明細書等に記載された事項の範

囲内であるとはいえない。 

  

 よって、請求人による上記（ｉ）、（ｉｉ）の主張はいずれも採用できない。 

  

（３）小括 

 以上のとおり、本願は適法に分割されたものではないから、本願について特

許法第４４条第２項本文の規定は適用されない。 

 よって、本願の出願日は現実の出願日である平成２８年９月２８日である。 

  

２．新規性（特許法第２９条第１項第３号）の判断 

（１）引用文献１ 

 上記のとおり、本願の出願日は平成２８年９月２８日であり、原査定の拒絶

の理由に引用文献１として引用された、本願の出願前に頒布された刊行物であ

る特開２０１４－９１７０４号公報は、本願の分割出願に係る原出願の公開公

報であり、上記１．（２）アで摘記した事項が記載されている。 

  

 そして、上記記載事項（ア）の請求項１によれば、引用文献１には、次の発

明が記載されていると認められる。 

「（ａ）イソステアリルアルコールを０．１～０．５質量％、（ｂ）ラウリン

酸ジエチレングリコール、（ｃ）カチオン変性ガラクトマンナンを０．３～１

質量％含有し、（ａ）イソステアリルアルコールに対する（ｂ）ラウリン酸ジ
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エチレングリコールの質量比［（ｂ）／（ａ）］が２～１０の範囲である透明

毛髪洗浄料」（以下、「引用発明１」という。） 

  

 また、上記記載事項（ア）の請求項２によれば、引用文献１には、次の発明

が記載されていると認められる。 

「（ａ）イソステアリルアルコールを０．１～０．５質量％、（ｂ）ラウリン

酸ジエチレングリコール、（ｃ）カチオン変性ガラクトマンナンを０．３～１

質量％含有し、（ａ）イソステアリルアルコールに対する（ｂ）ラウリン酸ジ

エチレングリコールの質量比［（ｂ）／（ａ）］が２～１０の範囲である透明

毛髪洗浄料であって、（ｃ）カチオン変性ガラクトマンナンが、カチオン化ロ

ーカストビーンガム、カチオン化タラガム、カチオン化グアーガム及びカチオ

ン化フェヌグリークガムからなる群から選択される一種以上である透明毛髪洗

浄料。」（以下、「引用発明２」という。） 

  

（２）対比・判断 

ア 本願発明１と引用発明１を対比すると、引用発明１の「透明毛髪洗浄料」

は、本願発明１の「毛髪洗浄料」に含まれるものであるから、両者に相違点は

ない。 

 よって、本願発明１は引用文献１に記載された発明である。 

  

イ 本願発明２と引用発明２を対比すると、引用発明２の「透明毛髪洗浄料」

は、本願発明２の「毛髪洗浄料」に含まれるものであるから、両者に相違点は

ない。 

 よって、本願発明２は引用文献１に記載された発明である。 

  

第４ むすび 

 以上のとおり、本願の請求項１及び２に係る発明は、引用文献１に記載され

た発明であり、特許法第２９条第１項第３号に該当し、特許を受けることがで

きないものであるから、他の請求項に係る発明について検討するまでもなく、

本願は拒絶すべきものである。 

  

 よって、結論のとおり審決する。 

 

  令和１年７月１７日 

 

審判長 特許庁 審判官 關 政立 

特許庁 審判官 冨永 みどり 

特許庁 審判官 吉田 知美 

 

 

（行政事件訴訟法第４６条に基づく教示）  
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 この審決に対する訴えは、この審決の謄本の送達があった日から３０日（附

加期間がある場合は、その日数を附加します。）以内に、特許庁長官を被告と

して、提起することができます。 

 

 

〔審決分類〕Ｐ１８．１１３－Ｚ（Ａ６１Ｋ） 

０３ 

 

 

 審判長 特許庁 審判官 關 政立 8619 

 特許庁 審判官 吉田 知美 3335 

 特許庁 審判官 冨永 みどり 9152 

 

 


